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運営規程 1 

昭島市高齢者在宅サービスセンター愛全園運営規程 
認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護 

 
（事業の目的） 

第１条 この運営規程は、社会福祉法人同胞互助会が開設する昭島市高齢者在宅サービスセンター愛

全園（以下「事業所」という。）にて行う認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所

介護の事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保するために人員及び運営管理に関する

事項を定め、事業所の従事者が要介護状態又は要支援状態にある利用者の人格を尊重しつつ、適

正な介護サービスを提供することを目的とする。 

 
（運営の方針） 

第２条 事業所の従業者は、要介護状態の心身の特徴を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅

において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の

社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図

るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。 

２ 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を

図り、総合的なサービスの提供に務めるものとする。 

３ 認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護の事業は、同一事業所内において

一体的に運営するものとする。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業を行う事業所の名称および所在地は、次の通りである。 

 （１）名 称 昭島市高齢者在宅サービスセンター愛全園  

 （２）所在地 東京都昭島市田中町２丁目２５番３号 

 

（職員の職種、職務内容及び員数） 
第４条 事業所に勤務する職員の職種、職務内容は次の通りとし、その員数は別紙に示す。 

職種 業務内容 員数 

管理者 事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 

別紙 

生活相談員 
指定（介護予防）認知症対応型通所介護の利用申し込みにかかる調整、（介

護予防）認知症対応型通所介護計画の作成、利用者や家族に対し日常生活上

の介護上の相談にあたる。 

介護職員 
利用者の心身の状況等を的確に把握し、必要な日常生活上の介護や健康管

理、機能訓練等、その他日常生活に必要な支援・援助の提供にあたる。 

看護職員 
利用者の心身の状況等を的確に把握し、必要な日常生活上の看護計画をた

て、健康管理やその他必要な業務の提供にあたる。 

機能訓練指導員 

指定（介護予防）認知症対応型通所介護の時間帯に一日１２０分以上専ら

機能訓練指導員の職務に従事し、他職種共同して「個別機能訓練計画」を作

成し、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導及び

助言を行う。 

管理栄養士 
低栄養の状態にある利用者又はそのおそれのある者に対し、その栄養状態

を把握し改善を図るために、他職種と共同して「栄養改善計画」を作成し、

その実施を主導する等、利用者に対する栄養改善サービスの提供を行う。 

別紙 

歯科衛生士等 

口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある者に対し、その口腔

機能の状態を把握し改善をはかるため、他職種と共同して「口腔機能向上訓

練計画」を作成し、その実施を主導する等、利用者に対する口腔機能向上サ

ービスの提供を行う。 

調理員 利用者の昼食等を調理する。 

運転手 利用者の送迎を行う。 

事務職員等 事務、その他の必要な業務を行う。 
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運営規程 2 

 

（営業日及び営業時間） 

第５条 営業日および営業時間は、下記の通りとする。 

（１）営業日       月曜日から土曜日（ただし年末年始は変更あり） 

（２）営業時間      午前８時３０分から午後５時３０分 

（３）サービス提供時間帯 午前９時１５分から午後４時３０分 

 

（利用定員） 

第６条 事業所の１日の利用定員は、下記の通りとする。 

１単位目：月曜日～土曜日、定員１２人 

２単位目：月曜日～土曜日、定員１２人 

３単位目：月曜日～金曜日、定員１２人 

 

（認知症対応型通所介護等の提供方法及び内容） 

第７条 認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護の提供は、居宅サービス計画又は

介護予防サービス計画に基づき、次に掲げるもののうち必要と認められるサービスを行うものと

する。ただし、緊急を要する場合にあっては、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の以

前であってもサービスを利用できるものとし、次に掲げるサービスから利用者が選定したサービ

スを提供する。 

（１）身体介護に関し、日常生活動作能力の程度により、排泄の介助、移動・移乗の介助、養護、

その他の必要な身体の介護サービスを提供する。 

（２）入浴に関し、家庭において入浴することが困難な利用者に対して、衣類着脱の介護、身体の

清拭、整髪、洗身、その他必要な入浴の介助を行う。 

（３）食事に関し、給食を希望する利用者に対して、食事の準備、配膳下膳の介助、食事摂取の介

助、その他必要な食事の介助を行う。 

（４）機能訓練・栄養改善・口腔機能向上に関し、体力や機能の低下を防ぐために必要な訓練及び

日常生活に必要な基本的動作を獲得するため、個別の実施計画に基づき、相談、指導、実施、訓

練を行う。 

     ア．個別機能訓練 

     イ．栄養改善サービス 

     ウ．口腔機能向上サービス 

（５）アクティビティ・サービスに関し、利用者が生きがいのある快適で豊かな日常生活を送るこ

とができるよう、アクティビティ・サービスを実施する。これらの活動を通じて仲間づくり、老

いや障害の受容、心身機能の維持・向上、自信の回復や情緒安定を図る。 

     ア．レクリェーション 

     イ．音楽活動 

     ウ．制作活動 

     エ．体操 

     オ．精神的・身体的支援や援助及び介護 

（６）送迎に関し、送迎を必要とする利用者に対し送迎サービスを提供する。送迎車輌には通所介

護従事者が添乗し必要な支援・援助を行う。 

ア．移動、移乗動作の支援・援助 

イ．送迎 

（７）相談・助言に関し、利用者及び家族の日常生活における介護等に関する相談及び助言を行う。 

ア．疾病や障害に関する理解を深めるための相談・助言 

イ．日常生活動作や具体的な介護方法に関する相談・助言 

ウ．自助具や福祉機器、住宅環境の整備に関する相談・助言 

エ．その他在宅生活全般にわたる必要な相談・助言 

 （８）利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から委員会を設置して指針の整備、研修、担当者

を定めて高齢者虐待防止の推進を図る。 
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（指定居宅介護支援事業者等との連携等） 

第８条 認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護の提供にあたっては、利用者に

かかる指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議

等を通じて、利用者の心身の状況、そのおかれている環境、他の保健・医療・福祉サービス

等の把握に務める。 

２ 利用者の生活状況の変化、サービス利用方法・内容の変更希望があった場合、当該利用者担

当の指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者に連絡するとともに、綿密な連携

に務める。 

３ 正当な理由なく認知症対応型通所介護等のサービスを提供することを拒まない。但し、通常

の事業実施地域等を勘案し、利用希望者に対して認知症型通所介護等のサービス提供が困難

と認めた場合、当該利用者にかかる指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者と

連携し、必要な措置を講ずる。 

 

（地域との連携） 

第８条の２ 事業の運営に当っては、地域住民又は住民の活動との連携や協力を行う等、地域と

の交流に努める。 

 

（認知症対応型通所介護等計画の作成等） 

第９条 認知症対応型通所介護又は介護予防認知症対応型通所介護（以下「認知症対応型通所介

護等」という。）の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びそのおかれている

状況並びに家族等介護者の状況を十分把握し、認知症対応型通所介護等の計画内容を説明し

同意を得る。 

２ 認知症対応型通所介護等の計画を変更する際には、利用者または家族に対し、当該計画の内

容を説明し同意を得る。 

３ 認知症対応型通所介護等の計画は、文書で利用者に交付する。 

４ 利用者に提供する各種サービスは、計画に基づいて行うとともに、品質を保持するために継

続的なサービスの管理・記録・評価を行う。 

５ 個別機能訓練、栄養改善、口腔機能向上に関する相談、指導、実施、評価、再計画などにつ

いての内容を説明し、同意を得る。 

 

（サービス提供記録の作成） 

第１０条 事業者は、認知症対応型通所介護等を提供した際には、その提供日、内容、当該介護

サービスについて、介護保険法第４１条第６項または同法第５３条第４項の規定に拠り、利

用者に代わって支払を受ける保険給付の額、その他必要な記録を利用者が所持するサービス

提供記録書に記載する。 

 

（利用料及び支払の方法） 

第１１条 認知症対応型通所介護等を提供した場合の利用料の額は、厚生大臣が定める基準の別

紙料金表によるものとし、所要時間６時間以上７時間未満を基本サービスとする。当該介護

が法定代理受領サービスであるとき、介護保険負担割合証に準じて介護報酬の各々１割、２

割、３割とする。 

２ 第１２条の通常の事業実施区域を越えて行う送迎の交通費、通常の営業日及び営業時間帯を

越えて認知症対応型通所介護等を提供する場合の利用料、食材料費、おむつ代、アクティビ

ティにかかる諸費用については、別紙に掲げる費用を徴収する。 

３ 第１項及び第２項の費用の支払を受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文

書で説明をした上で、支払に関する同意を得る。 

４ 利用者は、当センターの定める期日に、利用料及び諸費用を別途契約書で指定する方法によ

り納入することとする。 

５ 利用者の介護認定の区分変更及び更新申請後、介護度の変更が生じた場合には、介護保険の

報酬算定基準に従って利用料を算定する。 
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（通常の事業の実施区域） 

第１２条 通常の事業の実施区域は昭島市全域（拝島町、田中町、美堀町、上川原町、緑町、松

原町、宮沢町、大神町、昭和町、玉川町、朝日町、中神町、武蔵野、東町、つつじが丘、福

島町、築地町、郷地町）とする。 

 

（契約書の作成） 

第１３条 認知症対応型通所介護等の提供を開始するにあたって、本規程に沿った事業内容の詳

細について、利用者に契約書並びに重要事項説明書等の書面をもって説明し、同意を得た上

で署名（記名押印）を受けることとする。 

 

（緊急時における対処方法） 

第１４条 認知症対応型通所介護等の従事者は、当該介護サービスの提供中に利用者の病状等に

急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡するなどの措置を講ずるととも

に、管理者に報告しなければならない。 

２ 当該介護サービスを提供中に天災その他災害が発生した場合、利用者の避難等の措置を講ず

る他、管理者に連絡の上、その指示に従うものとする。 

 

（非常災害対策） 

第１５条 事業所は、非常災害に備えるため、防災委員会で消防計画を作成し、指針の整備、研

修の実施、避難訓練等を次の通り行うとともに必要な設備を備える。地域との連携も図り、

非常災害対策とする。 

２ 事業所に災害対策に関する担当者（防火管理者）を置き、非常災害対策に関する取り組み 

を行います。 

    災害対策に関する担当者（防火責任者）：施設長 丸山和代 

３ 防災委員会を設置し、具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を 

整備し、それらを定期的に従業員に周知します。 

４ 定期的（年６回以上）に避難、救出その他必要な訓練を行います。 

５ ４の訓練実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めます。 

     総合訓練     年６回 

     部分訓練     年３回 

     基礎訓練     年２回 

     震災訓練（BCP）  年１回 

 

（衛生管理及び従事者等の健康管理等） 

第１６条 認知症対応型通所介護等に使用する備品等は清潔に保持し、定期的な消毒を施す等、

常に衛生管理に十分留意するものとする。 

２ 当該事業の従事者に対しては、感染症等に関する基礎知識の習得に務めるとともに、年１回

以上の健康診断を受診させるものとする。 

３ 食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、 

指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 

４ 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

① 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を

設置し、おおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に

周知徹底しています。 

感染症対策に関する担当者：國井利幸・北條祐貴子 

② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

③ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練（BCP）を定期

的に実施します。 
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（サービス利用にあたっての留意事項） 

第１７条 利用者が入浴室及び機能訓練室を利用する場合は、職員立ち会いのもとで使用するこ

と。また体調が思わしくない利用者にはその旨を説明し安全指導を図る。 

 

（秘密保持） 

第１８条 事業者は業務上で知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。 

２ 事業者は、従事者であった者に業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持するため、

従事者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を雇用契約の内容に明記す

る。 

 
（苦情処理等） 

第１９条 事業者は、事業所に利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、介護サービスに関

する利用者の要望、苦情等に対し迅速に対応する。 

２ 事業者は、前項の苦情の内容等について記録し、その完成の日から２年間保存する。 

 

（事故時の対応） 

第２０条 事業者は、介護サービスの提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市

町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。 

２ 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った措置について記録し、その完成の日から２

年間保存する。 

３ 利用に賠償すべき事故の場合は、事業者は速やかに損害賠償を行う。 

 

（虐待の防止） 

第２１条 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に 

掲げる通り必要な措置を講じます。 

２ 虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者：國井利幸・加藤博臣 

３ 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周 

知徹底を図っています。 

４ 虐待防止のための指針の整備をしています。 

５ 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

６ サービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者（現に擁護している家族・親族・同居人 

等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は速やかに、これを市区町村に通 

報します。 

 

（身体拘束） 

第２２条 事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等の 

おそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えら 

れるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限 

の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等につい 

ての記録を行います。 

また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 

２ 緊急性…直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及 

ぶことが考えられる場合に限ります。 

３ 非代替性…身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶこと

を防止することができない場合に限ります。 

４ 一時性…利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、

直ちに身体拘束を解きます。 

 

 



昭島市高齢者在宅サービスセンター愛全園 

運営規程 6 

（連携） 

第２３条 当センターでは、サービス提供にあたり、お客様の担当の介護支援専門員（ケアマ 

ネジャー）および保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する事業者との密接な連携に 

努めます。 

２ 当センターでは、通所介護サービス計画書等の写し、および契約の内容が変更または終了 

した場合にはその内容を記入した書面等の写しを、お客様の担当の介護支援専門員（ケアマ 

ネジャー）に送付します。 

３ 当センターから契約の解除をする際は、事前に、その旨をお客様の担当の介護支援専門員 

（ケアマネジャー）に通知します。 

 

（地域との連携） 

第２４条 運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地 

域との交流に努めます。 

２ 指定（介護予防）認知症対応型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地 

域住民の代表者、本事業所が所在する圏域の地域包括支援センターの職員（介護予防）認知 

症対応型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会（以下、この項におい 

て「運営推進会議」と言います。）を設置し、おおむね６月に１回以上運営推進会議を開催し 

ます。 

３ 運営推進会議に活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進 

会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けます。また、報告・評価・要望・助言等につ 

いての記録を作成し、公表します。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第２５条 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定（介護予防）認知症対応 

型通所介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早朝の業務再開を図るた 

めの計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

２ 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に 

実施します。 

３ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

（その他の運営についての留意事項） 

第２６条 従事者の資質向上を図るため、研修の機会を次の通り設けるものとし、業務体制を整

備する。 

（１）採用時研修 採用後３ヶ月以内 

（２）継続研修 年２回以上 

（３）無資格者の介護従事者への認知症介護基礎研修 

２ 職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要 

かつ相当な範囲を超えたものにより、職員等の就業環境が害されることを防止することで適 

切なハラスメント対策を図る。  

３ 介護サービスの質の評価と科学的介護の取り組みの推進を図る。 

４ 事業を行うために必要な従事者、設備、会計に関する諸記録を整備する。 

５ この規程の定める事項のほか重要事項は、社会福祉法人同胞互助会と昭島市高齢者在宅サー

ビスセンター愛全園の管理者との協議に基づき定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 



昭島市高齢者在宅サービスセンター愛全園 

運営規程 7 

附則 

この規程は  平成１８年 ４月１日から施行する。 

      平成１９年 ４月１日 一部変更。 

      平成２１年 ４月１日 一部変更。 

平成２４年１２月１日 一部変更。 

平成２６年 ４月１日 一部変更。 

平成２７年 ４月１日 一部変更。 

平成２８年 ９月１日 一部変更。 

平成３０年１０月１日 一部変更。 

令和 ３年 ４月１日 一部変更。 

令和 ５年 ７月１日 一部変更。 

令和 ６年 ４月１日 一部変更。 



昭島市高齢者在宅サービスセンター愛全園 

運営規程 8 

別紙（第４条 職員の職種、員数） 

 
 事業所に勤務する職員の職種と、その員数は以下の通りである。   令和４年４月１日現在 

職   種 員    数 

管理者 １名 

生活相談員 １名 以上 

うち常勤１名以上 介護職員 
月曜から金曜 ６名 以上 

土曜     ４名 以上 

看護職員 １名 以上 

機能訓練指導員 １名 以上 

管理栄養士 １名 （栄養課内で担当者を配置） 

歯科衛生士等  １名 

調理員  １名 以上 （栄養課内で担当者を配置） 

運転手 １名 以上 

事務職員等 １名 以上 
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運営規程 9 

別紙 利用料金（運営規程 第１１条） 

 

（１）認知症対応型通所介護等サービス（介護予防を含む。）利用料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１日当たりの単位数

1 2 1 2 3 4 5

３時間以上４時間未満 429 476 491 541 589 639 688

４時間以上５時間未満 449 498 515 566 618 669 720

５時間以上６時間未満 667 743 771 854 936 1,016 1,099

６時間以上７時間未満 684 762 790 876 960 1,042 1,127

７時間以上８時間未満 773 864 894 989 1,086 1,183 1,278

８時間以上９時間未満 798 891 922 1,020 1,120 1,321 1,321

１日当たりの利用料 10.66

1 2 1 2 3 4 5

３時間以上４時間未満 4,573 5,074 5,234 5,767 6,278 6,811 7,334

４時間以上５時間未満 4,786 5,308 5,489 6,033 6,587 7,131 7,675

５時間以上６時間未満 7,110 7,920 8,218 9,103 9,977 10,830 11,715

６時間以上７時間未満 7,291 8,122 8,421 9,338 10,233 11,107 12,013

７時間以上８時間未満 8,240 9,210 9,530 10,542 11,576 12,610 13,623

８時間以上９時間未満 8,506 9,498 9,828 10,873 11,939 14,081 14,081

１日当たりの自己負担額（介護保険負担割合が１割の場合） 0.1

1 2 1 2 3 4 5

３時間以上４時間未満 457 507 523 577 628 681 733

４時間以上５時間未満 479 531 549 603 659 713 768

５時間以上６時間未満 711 792 822 910 998 1,083 1,172

６時間以上７時間未満 729 812 842 934 1,023 1,111 1,201

７時間以上８時間未満 824 921 953 1,054 1,158 1,261 1,362

８時間以上９時間未満 851 950 983 1,087 1,194 1,408 1,408

１日当たりの自己負担額（介護保険負担割合が２割の場合） 0.2

1 2 1 2 3 4 5

３時間以上４時間未満 915 1,015 1,047 1,153 1,256 1,362 1,467

４時間以上５時間未満 957 1,062 1,098 1,207 1,317 1,426 1,535

５時間以上６時間未満 1,422 1,584 1,644 1,821 1,995 2,166 2,343

６時間以上７時間未満 1,458 1,624 1,684 1,868 2,047 2,221 2,403

７時間以上８時間未満 1,648 1,842 1,906 2,108 2,315 2,522 2,725

８時間以上９時間未満 1,701 1,900 1,966 2,175 2,388 2,816 2,816

１日当たりの自己負担額（介護保険負担割合が３割の場合） 0.3

1 2 1 2 3 4 5

３時間以上４時間未満 1,372 1,522 1,570 1,730 1,883 2,043 2,200

４時間以上５時間未満 1,436 1,592 1,647 1,810 1,976 2,139 2,303

５時間以上６時間未満 2,133 2,376 2,465 2,731 2,993 3,249 3,515

６時間以上７時間未満 2,187 2,437 2,526 2,801 3,070 3,332 3,604

７時間以上８時間未満 2,472 2,763 2,859 3,163 3,473 3,783 4,087

８時間以上９時間未満 2,552 2,849 2,948 3,262 3,582 4,224 4,224

　　　　　　 支援/介護度

利用時間

要支援 要介護

要介護

要支援 要介護

要支援 要介護

要支援 要介護

　　　　　　 支援/介護度

利用時間

　　　　　　 支援/介護度

利用時間

　　　　　　 支援/介護度

利用時間

　　　　　　 支援/介護度

利用時間

要支援
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運営規程 10 

（２）入浴・機能訓練・送迎に関する加算額、その他の料金 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）介護保険給付対象外サービスの利用料（全額が自己負担となります。） 

 

昼食（おやつを含む） １食 ８００円 

クラブ材料費、その他日常生活費 実費 

通常の実施地域を越える交通費 事業所から通常の実施地域を越えて１km につき  ５０円 

 但し、同一敷地内にある養護老人ホームの利用者の食費については徴収しないものとする。 

 

（４）料金の計算方法 

①介護保険の適用の場合、利用者負担は介護保険負担割合証に準じて介護サービス規定料金の各

々１割、２割、３割です。 

②昭島市は地域区分が４級地と指定されているため、サービスに対しては、単位数に１０．６６

を乗じた額とします。 

（５）キャンセル料金 

 

① ご利用日の前日午後５時３０分までにご連絡いただいた場合 

（前日が日曜日でも午後５時３０分までにご連絡ください。） 
無料 

② 上記の時間までにご連絡がなかった場合 ￥５００ 

 

以上 

備考

１割負担 ２割負担 ３割負担

入浴介助加算Ⅰ 40 ¥421 ¥42 ¥84 ¥126

個別機能訓練加算Ⅰ 27 ¥284 ¥28 ¥57 ¥85

個別機能訓練加算Ⅱ 20 ¥210 ¥21 ¥42 ¥63

生活機能向上連携加算Ⅰ 100 ¥1,054 ¥105 ¥211 ¥316

生活機能向上連携加算Ⅱ 200 ¥2,108 ¥211 ¥422 ¥632

ADL維持等加算Ⅰ 30 ¥316 ¥32 ¥63 ¥95

ADL維持等加算Ⅱ 60 ¥632 ¥63 ¥126 ¥190

栄養改善加算 200 ¥2,108 ¥211 ¥422 ¥632 月2回まで算定

栄養アセスメント加算 50 ¥527 ¥53 ¥105 ¥158

口腔機能向上加算Ⅰ 150 ¥1,581 ¥158 ¥316 ¥474 月2回まで算定

口腔機能向上加算Ⅱ 160 ¥1,686 ¥169 ¥337 ¥506 月2回まで算定

口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ 20 ¥210 ¥21 ¥42 ¥63 年2回まで算定

口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ 5 ¥52 ¥5 ¥10 ¥16 年2回まで算定

サービス提供体制強化加算Ⅰ 22 ¥231 ¥23 ¥46 ¥69

科学的介護推進体制加算 40 ¥421 ¥42 ¥84 ¥126

同一建物減算 -94 ¥-990 ¥-99 ¥-198 ¥-297

送迎を行なわない場合 -47 ¥-495 ¥-50 ¥-99 ¥-149

介護職員等処遇改善加算Ⅱ - 所定単位数の17.4％を算定

昼食・おやつ費 - ¥800 ¥800

¥50 昭島市内の方は無料

全額自己負担

実際の負担額は、基本サービス、加算項目の月の合計単位数をもとに利用料を算出するので１円単位の誤差が生じます。

単位
数

利用
料金

利用者負担

1月あたり

1食あたり

加算項目､その他の料金項目

1月あたり

1月あたり

6月あたり

1月あたり

1回あたり

送迎代（通常の実施地域を越えて1ｋｍにつき）

クラブ材料費、おむつ代、その他 必要な場合のみ別途算出

片道

1回あたり

1回あたり

1回あたり

1回あたり

6月あたり

1日あたり

1日あたり

3月あたり

1月あたり

1月あたり

1月あたり


